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令和３年７月６日小矢部市農業委員会総会議事録 

 

1 日  時 令和 3年 7月 6日（火） 

                                                                  13時 55分 ～ 14時 35分 

 

2 場  所 小矢部市役所 特別会議室（２階） 

 

3 議  事 議案第 10号 

議案第 11号 

議案第 12号 

農地法第３条の規定による許可申請について 

農地法第４条の規定による許可申請について 

農地法第５条の規定による許可申請について 

 １件 

 １件 

３件 

 

4 協議事項 なし  

 

5 報告事項 １）農地法第３条の３第１項の規定による届出 

２）非農地通知について 

３）業務報告・予定 

４）利用状況調査による非農地通知について 

５）その他 

 

 

 出席委員 20名     

  1番 宇 川 傳 治 11番 石 丸 正 明  

  2番 田 悟 敏 子 12番 谷 口  修  

  3番 中 村 重 樹 13番 宮 西 勝 昇  

  4番 坂 田 信 一 14番 加 賀 谷 良 雄  

  5番 日 光 善 治 15番 髙 田 太 衛  

  6番 三 輪 和 雄 16番 𥒎  善 秋  

  7番 吉 江 秀 一 17番 木 村 鉄 雄  

  8番 前 田 真 一 郎 18番 沼 田 吉 雄  

  9番 西 尾 和 三 郎 19番 渋 谷 忠 司  

  10番 多 田 博 次 20番 唐 島 隆 夫  

       

 欠席委員      
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令和３年７月６日農業委員会総会議事録 

発 言 者 発 言 事 項 

会長  ご苦労様です。それでは、時間前ではございますが、皆さんお揃いで

すので、始めさせていただきたいと思います。梅雨に入りましたが、こ

ちらの地域ではまだそんなに降っておらず、田んぼの状態も良いので

はないかと思われます。東日本では大変な大雨が降り、熱海では大変

な土石流で、ニュースを観ているだけでも胸が痛む思いです。 

 

会長  それでは、ただいまから小矢部市農業委員会７月総会を開催いたし

ます。ただいまの出席委員は２０名全員で定足数に達しておりますの

で、総会は成立しております。本日の議事録署名委員を指名いたしま

す。６番の三輪委員さん、７番の吉江委員さんにお願いいたします。そ

れでは、本日の付議議案を申し上げます。 

 

○議案第１０号 

「農地法第３条の規定による許可申請について」 計１件 

○議案第１１号 

「農地法第４条の規定による許可申請について」 計１件 

○議案第１２号 

「農地法第５条の規定による許可申請について」 計３件 

 

以上、３件の付議議案となっております。それでは議案第１０号「農

地法第３条の規定による許可申請について」、事務局より説明していた

だきます。 

 

事務局  議案第１０号「農地法第３条の規定による許可申請について」ご説

明します。議案書 1ページをご覧ください。 

 受付番号７番は、売買により所有権移転を行おうとするものです。

対象の農地は 1 筆で、面積は 2,134 ㎡となっております。譲渡人が○

○さん、譲受人が○○さんです。位置図については、1ページと 2ペー

ジをご覧ください。 

 農地法第３条第２項各号には許可できない場合が掲げられています

が、そのいずれの条項にも該当しないため、許可条件を満たしている

ものであります。以上です。 

 

会長  それでは、○○地区担当の○○委員さんより、受付番号７番につい
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て、調査報告をお願いいたします。 

 

○○委員 それでは、報告いたします。譲渡人は○○の○○さん、譲受人は○○

の○○さんです。譲受人の○○さんにお話を聞いてきました。お２人

は親戚関係です。最近、○○さんの体調が悪くなってきたそうで、元気

なうちに田んぼを譲りたいということでお話されました。現在、○○

さんは６反の田んぼを個人で耕作されています。今回譲り受けられる

田んぼは、現在牧草を行っておりますが、将来的に周りの状況によっ

て水田に戻しても構わないということでした。特に問題はないと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

会長  ただいまの件について、何かご質問等はございませんか。 

 

会長  無いようですので、「異議なし」として議案第１０号については「承

認」としてよろしいですか。 

 

全委員  異議なし。 

 

会長  それでは「異議なし」として、議案第１０号については「承認」とい

たします。 

 続いて、議案第１１号の「農地法第４条の規定による許可申請につ

いて」事務局より説明していただきます。 

 

事務局  議案第１１号「農地法第４条の規定による許可申請について」ご説

明いたします。議案書 2ページをご覧ください。 

受付番号２番は、申請者が○○の○○さんです。申請地は○○233-

4、登記地目は田、面積が 300㎡で、資材置場兼駐車場敷地への転用を

行おうとするものです。位置図については、3 ページから 7 ページを

ご覧ください。 

この申請は、農地法の運用通知で規定された許可基準に合致してお

りますので、転用することが可能です。以上です。 

 

会長  それでは、受付番号２番について、○○地区担当の○○委員さんよ

り調査報告をお願いいたします。 

 

○○委員  それでは報告いたします。申請者は○○の○○さんです。○○さん
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は左官業を営んでおります。申請地は田で、面積が 300 ㎡です。申請

の目的は、既存の敷地が手狭になりまして、砂利や資材の置場、業者等

の駐車場の拡張用地として計画をされております。100ｍ以内で土地を

探されましたが、周辺はすべて１種農地ということでした。したがっ

て、自己所有の隣接地を拡張することが妥当と判断されて、今回の申

請をされました。周辺の農用地への影響は全くありません。隣接農地

の所有者、耕作者や地区からの同意書も提出されておりますので、特

に問題はないと思います。よろしくお願いいたします。 

 

会長  ただ今の件について、何かご質問等はございませんか。 

 

会長 

 

 無いようですので、「異議なし」として、議案第１１号について「承

認」してよろしいでしょうか。 

 

全委員 異議なし 

 

会長 それでは「異議なし」として、議案第１１号については「承認」とい

たします。 

続いて、議案第１２号の「農地法第５条の規定による許可申請につ

いて」事務局より説明していただきます。 

 

事務局 議案第１２号の「農地法第５条の規定による許可申請について」ご

説明いたします。議案書 3ページをご覧下さい。 

受付番号６番は、所有権の移転ということで、譲渡人が○○さん、譲

受人が○○です。申請地は○○604、登記地目は田、面積が 248㎡で、

駐車場及び資材置場敷地への転用申請を行おうとするものです。位置

図については 8ページから 12ページをご覧ください。 

この申請は、農地法の運用通知で規定された許可基準に合致してお

りますので、転用することが可能です。以上です。 

 

会長  それでは、○○地区担当の○○委員さんより、受付番号６番につい

て、調査報告をお願いいたします。 

 

○○委員  それでは、報告いたします。譲渡人は、現在○○在住の○○さんで

す。譲受人は○○の○○さんです。申請地は田で、248㎡です。位置図

の 10ページに赤で囲んである所が今回の申請地になります。申請の目
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的は、譲渡人が○○にいるため、申請地の管理ができないということ

で譲渡したいということでした。譲受人は申請地の向かいで電気工事

業を営んでおりまして、現在の既存敷地では駐車場や資材置場に不足

しているということで、拡張したいという思いがあり、今回両者の合

意があり、申請に至りました。周りの農地は、申請地を含めて特に問題

はありません。雨水は、周りの用水路に流します。土地改良区の意見書

や地区の同意書も添付されております。よろしくお願いいたします。 

 

会長  ただいまの件について、ご質問等はございませんか。 

 

会長  無いようですので、次に、受付番号７番について、事務局より説明を

お願いいたします。 

 

事務局 受付番号７番は、所有権の移転ということで、譲渡人が○○さん、譲

受人が○○さんです。申請地が○○897、登記地目は畑で、現況地目は

宅地になっております。面積が 82㎡で、平成 12年頃から車庫兼物置

敷地として違反転用されており、今回転用申請を行おうとするもので

す。始末書等も添付されております。位置図については 13ページから

16ページをご覧ください。 

この申請は、農地法の運用通知で規定された許可基準に合致してお

りますので、転用することが可能です。以上です。 

 

会長  それでは、○○地区担当の○○委員さんより、受付番号７番につい

て、調査報告をお願いします。 

 

○○委員 それでは報告します。申請地は○○897、畑で面積は 82㎡です。位

置図の 13ページをご覧ください。譲渡人は○○さん、譲受人は○○さ

んです。申請地は○○さんの住宅の隣地になります。20年くらい前か

ら賃貸借契約のうえで、すでに建物が建っております。しかし、農地法

の許可を得ていなかったため、今回申請されました。双方からの始末

書、町内会長の同意書も出ております。次に、建物は位置図の 16ペー

ジをご覧ください。生活排水等は出ません。雨水は前面の県道の側溝

に流れます。特に問題はないと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

会長  ただいまの件について、何かご質問等はございませんか。 
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○○委員  これはなぜ違反転用だと気が付かれたのですか。 

 

○○委員  今回、賃貸借から所有権移転をするための手続きをしたところ、農

地法の許可を得ていないことがわかり、申請をされたものです。 

 

会長  他に無いようですので、次に、受付番号８番について、事務局より説

明をお願いいたします。 

 

事務局  受付番号８番は、賃貸借権の設定ということで賃貸人が○○さん、

○○さんのお２人、賃借人が○○です。申請地が○○661-1と○○662

-1 の田で、２筆の合計面積が 4,268 ㎡、砂利採取のための一時転用を

行おうとするものです。位置図については、17 ページから 21 ページ

をご覧ください。 

 この申請は、農地法の運用通知で規定された許可基準に合致してお

りますので、転用することが可能です。以上です。 

 

会長  それでは、○○地区担当の○○委員さんより、受付番号８番につい

て、調査報告をお願いします。 

 

○○委員  譲渡人は○○600 番地の○○さん、○○663 番地の○○さんです。

○○さんの田んぼを耕作しておりますが、水の管理が大変な土地です。

○○さんの田んぼも同様とのことで、今回の砂利採取で地盤改良でき

ればということで、お互い相談されて今回の申請となりました。よろ

しくお願いいたします。 

 

会長  ただいまの件について、何かご質問等はございませんか。 

 

会長  無いようですので、「異議なし」として議案第１２号については「承

認」としてよろしいですか。 

 

全委員  異議なし。 

 

会長 それでは、「異議なし」として、議案第１２号については「承認」と

いたします。 

これで、付議議案はすべて終了いたしました。 

協議事項はありません。次に報告事項について事務局より説明して
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いただきます。よろしくお願いします。 

 

事務局  報告事項説明 

１）農地法第３条の３第１項の規定による届出 

２）非農地通知について 

３）業務報告・予定 

４）利用状況調査による非農地通知について 

５）その他連絡事項 

 

会長  ありがとうございます。ただいまの件について、ご質問等はござい

ませんか。 

 

○○委員 のぼり旗の期間はいつからいつまでですか。 

 

事務局 期間は特に決まっておりません。事務局としましては、10月に農地

パトロールを実施する予定としておりまして、その時に掲げてパトロ

ールを行いたいと思います。個人につきましては、どこに、いつまでと

いう決まりはありませんので、地域や営農組合等で掲示いただきます

ようお願いいたします。 

 

会長  他に無いようですので、本日の案件については全て終了いたしまし

た。これにて総会を閉会したいと思います。 

閉会の挨拶を日光職務代理よりお願いします。 

 

職務代理 本日も総会審議、ご苦労さまでした。これから夏本番に向けて、屋内

外の作業がありますが、安全と健康に留意されまして、乗り切ってい

ただきたいと思います。それでは、７月の総会を終了いたします。ご苦

労さまでした。 

 

 ―７月総会終了― 
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 上記の通り、総会の議事録を確認する。 

 なお、会長は議事録署名委員と共に署名をする。 

 

 令和 3年 7月 6日 

 

 

 

議事録署名委員 

 

 

 

 

会長 

 

６番 

 

７番 

 

宇 川 傳 治 

 

三 輪 和 雄 

 

吉 江 秀 一 

 

 


